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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像から特定の物体を検出する検出手段と、
　前記検出手段が検出処理領域に対して前記特定の物体の検出処理を行う場合の処理負荷
に応じた評価情報を取得する取得手段と、
　前記取得手段において取得された評価情報に応じて前記検出処理領域の設定に関する制
御を実行する制御手段と、を備え、
　前記制御手段は、前記評価情報が予め定めた閾値を超えた場合に警告を出力することを
特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　画像から特定の物体を検出する検出手段と、
　前記検出手段が検出処理領域に対して前記特定の物体の検出処理を行う場合の処理負荷
に応じた評価情報を取得する取得手段と、
　前記取得手段において取得された評価情報に応じて前記検出処理領域の設定に関する制
御を実行する制御手段と、を備え、
　前記評価情報が予め定められた閾値を超える検出処理領域がユーザ操作によって指定さ
れないように、前記制御手段は、前記検出処理領域の設定を行うためのユーザインタフェ
ースの動作を制限することを特徴とする画像処理装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記検出処理領域に対して予想される前記検出手段の検出処理速度を
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表示手段に表示させることを特徴とする請求項１または２に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記画像の部分領域ごとの評価情報を記録した評価情報マップを生成する生成手段を更
に備え、
　前記取得手段は、前記生成手段により生成された前記評価情報マップを用いて、前記評
価情報を取得することを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の画像処理装置
。
【請求項５】
　前記画像から特定の物体を検出する検出手段と、
　前記検出手段が検出処理を実行した際の画像の部分領域と、前記部分領域ごとの処理時
間を記録する記録手段と、を更に備え、
　前記取得手段は、前記処理時間に基づく前記評価情報を取得することを特徴とする請求
項１乃至４のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項６】
　前記評価情報マップから前記画像の特徴量が予め定めた閾値を超えて変化する場合、前
記評価情報の変更が必要であることを示す警告を出力する出力手段を更に備えることを特
徴とする請求項４に記載の画像処理装置。
【請求項７】
　画像処理装置の制御方法であって、
　画像から特定の物体を検出する検出工程と、
　前記検出工程において検出処理領域に対して前記特定の物体の検出処理を行う場合の処
理負荷に応じた評価情報を取得する取得工程と、
前記取得工程において取得された評価情報に応じて前記検出処理領域の設定に関する制御
を実行する制御工程と、を有し、
　前記制御工程では、前記評価情報が予め定めた閾値を超えた場合に警告を出力すること
を特徴とする画像処理装置の制御方法。
【請求項８】
　画像処理装置の制御方法であって、
　画像から特定の物体を検出する検出工程と、
　前記検出工程において検出処理領域に対して前記特定の物体の検出処理を行う場合の処
理負荷に応じた評価情報を取得する取得工程と、
前記取得工程において取得された評価情報に応じて前記検出処理領域の設定に関する制御
を実行する制御工程と、を有し、
　前記評価情報が予め定められた閾値を超える検出処理領域がユーザ操作によって指定さ
れないように、前記制御工程では、前記検出処理領域の設定を行うためのユーザインタフ
ェースの動作を制限することを特徴とする画像処理装置の制御方法。
【請求項９】
　コンピュータを、請求項１乃至６のいずれか１項に記載の画像処理装置の各手段として
機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像処理装置、画像処理装置の制御方法およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、監視カメラの映像から顔や人体など特定の対象を検出する場合は、一般的に対象
物体の特徴を記憶した一つ又は複数の照合パターン（辞書）を用い、画像中の検出対象領
域から照合パターンに合う物体の検出を行う。例えば、特許文献１には、パターンマッチ
ングに用いる縮小画像（レイヤ）の優先度を過去の画像撮影結果に基づいて切り替える手
法により、処理の高速化を実現する方法が開示されている。特許文献１によれば人体等の
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検出した物体を追尾することで、映像中の特定箇所の通過や侵入を検知することが可能で
ある。
【０００３】
　また、特許文献２には、動きベクトルからオブジェクトを検出し、次フレームにおける
探索位置を推定し、テンプレートマッチングによりオブジェクトを追尾する技術が開示さ
れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－１３５１１５号公報
【特許文献２】特開２００２－３７３３３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特定の対象の検出処理は、ネットワークカメラ機器の高画素化という背景や、監視等で
は高精度に実時間処理を行う必要があるという背景から、高速に実行できることが求めら
れる。
【０００６】
　しかしながら、テンプレートマッチング等によるオブジェクト検出処理は処理負荷が大
きい。そのため、特定の対象の検出処理領域の設定を行う際に検出対象範囲を画面の一部
領域に予め制限するという方法や、映像の中から動きのある領域のみを検出対象範囲にす
るといった、処理領域を小さくする方法が採られている。
【０００７】
　あるいは、時系列的に処理画像フレームを間引くことにより検出処理頻度を処理可能な
程度に下げて処理するか、実時間処理ではなく録画映像に対してバッチ処理を行うという
方法が採られている。
【０００８】
　このように高精度に特定の対象の検出処理を行うには高負荷で低速度となり、高速に処
理を行うには低負荷の検出処理を行う必要があるというトレードオフの関係が存在する。
【０００９】
　また、テンプレートマッチング等による特定物体の検出手法は、検出処理領域の背景の
映像により処理負荷が異なってくるという特性がある。これは特に背景映像が複雑である
場合や、検出対象の物体に似た領域が多数存在するような背景映像の場合に顕著である。
つまり、同じ検出対象や検出処理領域であっても背景画像により処理速度が変わるため、
検知領域設定時に検知範囲を小さくすることで応答速度を得ようとしても期待する性能が
得られない場合がある。
【００１０】
　上記の課題に鑑み、本発明は、監視カメラ等から得た画像から特定の物体を検出する処
理において、高負荷または処理速度が低下するという事象の発生を抑制する技術の提供を
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記の目的を達成する本発明の一つの側面に係る画像処理装置は、画像から特定の物体
を検出する検出手段と、前記検出手段が検出処理領域に対して前記特定の物体の検出処理
を行う場合の処理負荷に応じた評価情報を取得する取得手段と、前記取得手段において取
得された評価情報に応じて前記検出処理領域の設定に関する制御を実行する制御手段と、
を備え、前記制御手段は、前記評価情報が予め定めた閾値を超えた場合に警告を出力する
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
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　本発明によれば、画像から特定の物体を検出する処理において、高負荷または処理速度
が低下するという事象の発生を抑制することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】第１実施形態の画像処理装置の構成例を示す図。
【図２】パラメータ設定部が設定するパラメータの構成例を示す図。
【図３】人体検出処理範囲の設定処理を行う画面の一例を示す図。
【図４】物体と人体との対応付けを例示的に説明する図。
【図５】軌跡管理部により管理される情報の構成例を示す図。
【図６】オブジェクトの通過判定処理を説明する図。
【図７】画像処理装置の処理手順を示す図。
【図８】人体検出処理の手順を示す図。
【図９】第２実施形態の画像処理装置の構成例を示す図。
【図１０】第２実施形態の画像処理装置の構成例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、図面を参照して、本発明の実施形態を例示的に詳しく説明する。ただし、実施形
態に記載されている構成要素はあくまで例示であり、本発明の技術的範囲は、特許請求の
範囲によって確定されるのであって、以下の個別の実施形態によって限定されるわけでは
ない。
【００１５】
　（第１実施形態）
　本実施形態に係る画像処理装置は、監視カメラなどの撮像装置内に組み込まれる画像処
理回路や、パーソナルコンピュータなどの情報処理装置に適用可能である。本実施形態の
画像処理装置は、画像に対して特定物体検出（人体検出や顔検出等）を伴う検出処理領域
の設定時において、特定物体の検出処理を行って、検出処理領域の評価値となる処理負荷
に応じて検出処理領域の設定をインタラクティブに制御するものである。
【００１６】
　図１を参照して、第１実施形態に係る画像処理装置１００の構成例を説明する。画像処
理装置１００は、一般の情報処理装置であってもよいし、動画像を撮像可能なカメラ内に
搭載される画像処理回路であってもよいし、他の機器に搭載される画像処理回路であって
もよい。画像処理装置１００は、移動するオブジェクトが映っている動画像を表示画面に
表示することで、表示画面内を移動するオブジェクトが、表示画面内に設定されているオ
ブジェクト通過検出用の検知線を通過したことを検知する機能を有する。また、本実施形
態においては画像処理装置としているが、映像を取得し映像を一枚ごとに処理を行っても
処理内容は同一であるため映像処理装置に適用も可能である。
【００１７】
　画像処理装置１００は、画像取得部１０１と、物体検出部１０２と、物体追尾部１０３
と、人体検出部１０４と、パラメータ設定部１０５と、物体対応付部１０６と、軌跡管理
部１０７と、軌跡情報判定部１０８と、外部出力部１０９とを備える。また画像処理装置
１００は、ＣＲＴ（Ｃａｔｈｏｄｅ Ｒａｙ Ｔｕｂｅ）や液晶画面などにより構成される
表示装置１１０と接続されている。表示装置１１０は、画像処理装置１００による処理結
果を画像や文字などにより表示する。以下、表示装置１１０の表示画面に動画像を表示す
る場合を例として説明する。
【００１８】
　画像取得部１０１は、外部から供給された動画像もしくは静止画像を取得し、取得した
動画像、もしくは静止画像を後段の物体検出部１０２に送出する。画像取得部１０１は、
動画像を取得した場合は、動画像を構成する各フレームの画像を物体検出部１０２に順次
、送出し、静止画像を取得した場合は、この静止画像を物体検出部１０２に送出する。な
お、動画像もしくは静止画像の供給元については特に限定するものではなく、有線もしく
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は無線を介して動画像もしくは静止画像を供給するサーバ装置や撮像装置であってもよい
。また、外部に限るものではなく、映像処理装置の内部のメモリから動画像もしくは静止
画像を取得するようにしてもよい。以下の説明では、画像取得部１０１が動画像を取得し
た場合であっても静止画像を取得した場合であっても、物体検出部１０２にある１枚の画
像が入力された場合について説明する。動画像を取得した場合は、この１枚の画像が動画
像を構成する各フレームに相当し、静止画像を取得した場合は、この１枚の画像が静止画
像に相当する。
【００１９】
　物体検出部１０２は、画像取得部１０１から取得したフレーム画像から背景差分法によ
りオブジェクトを検出する。検出したオブジェクトの情報は画面上の位置と、外接矩形と
、オブジェクトのサイズとを有する。物体検出部１０２は、画像からオブジェクトを検出
する機能を有するが、特定の方法に限るものではない。
【００２０】
　物体追尾部１０３は、物体検出部１０２が着目フレームよりも１フレーム前のフレーム
の画像から検出したオブジェクトと同じオブジェクトを、着目フレームの画像から検出し
た場合、それぞれのフレームにおけるオブジェクト同士を対応づける。例えば、物体追尾
部１０３が、着目フレームよりも１フレーム前のフレームの画像から物体検出部１０２が
検出したオブジェクトに対してオブジェクトＩＤ＝Ａを割り当てたとする。そして、物体
検出部１０２が着目フレームの画像からもこのオブジェクトを検出した場合、物体追尾部
１０３は、このオブジェクトに対してもオブジェクトＩＤ＝Ａを割り当てる。このように
、複数フレームに渡って同じオブジェクトが検出された場合には、物体追尾部１０３は、
それぞれのオブジェクトに対して同じオブジェクトＩＤを割り当てる。なお、物体追尾部
１０３は、着目フレームで新規に検出されたオブジェクトに対しては、新規のオブジェク
トＩＤを割り当てる。
【００２１】
　物体追尾部１０３において、複数フレームに渡って同じ物体であると判断する方法とし
ては、例えば、検出物体の移動ベクトルを用いて物体の移動予測位置と検出した物体位置
が一定距離内であれば同一物体とする方法がある。また、物体の色、形状、大きさ（面積
）等を用い、フレーム間で相関の高い物体を関連付ける方法もある。物体追尾部１０３は
、複数フレームに渡って同じ物体であると判断し追尾する処理であり特定の方法に限るも
のではなく同様の処理を行う方法であればどのような方法であっても構わない。
【００２２】
　人体検出部１０４は、後述のパラメータ設定部１０５により設定された人体検出処理領
域において、物体検出部１０２が物体を検出した領域に対して人体検出処理を実施するこ
とによって人体を検出する。ここで、人体検出部１０４は、画像から人体を検出する機能
を有していればよく、パターン処理に限定されるものではない。また本実施形態では検出
対象を人体としているが、人体に限定されるものではない。検出対象は、人物の顔、自動
車、動物などであってもよい。さらに、複数種類の特定物体を検出する特定物体検出部を
備えてもよく、同時に複数の検出が可能であるならば、複数の特定物体検出処理を実施し
てもよい。また、必ずしも物体検出部１０２が検出した領域とパラメータ設定部１０５に
より設定された領域から人体検出を行う必要はない。物体検出部１０２の物体検出処理を
省略し、パラメータ設定部１０５の設定領域に対してのみ人体検出の処理を行うようにし
てもよい。
【００２３】
　パラメータ設定部１０５は、各フレームにおいて人体検出処理を行うための人体検出処
理領域の設定を行う。また、人体検出処理領域の設定だけでなく物体検出部１０２および
人体検出部１０４に対しても同様の人体検出処理領域の設定を行うようにパラメータの設
定を行うことも可能である。本実施形態においては説明の簡略化のため、物体検出処理を
行う領域は検出範囲の設定を行わず全画面を対象とする。一般的に人体検出処理を行う人
体検出処理領域を狭くすると人体検出処理を短時間で完了することが可能となり、検出処
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理速度は早くなる。人体検出処理領域の設定方法についての詳細は後述する。
【００２４】
　また、パラメータ設定部１０５は、各フレームの画像中におけるオブジェクトがオブジ
ェクト検知用の検知線を通過したか否かを判定するためのパラメータを取得もしくは設定
する。パラメータ設定部１０５はオブジェクト検知用の検知線を規定する設定情報を取得
もしくは設定する。パラメータ設定部１０５は、取得もしくは設定したパラメータを、人
体検出部１０４や後述の軌跡情報判定部１０８へ送出する。
【００２５】
　図２を参照して、パラメータ設定部１０５が取得もしくは設定するパラメータの構成例
を説明する。図２に示したパラメータは、表示装置１１０の表示画面に定められた座標系
での座標（１００，１００）と座標（１００，３００）とを結ぶ線（Line）をオブジェク
ト検知用の検知線として規定している。また当該パラメータは、サイズ（Size）が１００
から２００までの人体属性（human）のオブジェクトが、この検知線を右から左へ通過（c
ross_right_to_left）した場合に、このオブジェクトを検知対象とすることを規定してい
る。なお、通過判定を行う際の通過方向は、例えば、始点から終点に向かって左から右（
cross_left_to_right）（第１の通過方向）に設定可能である。また、通過判定を行う際
の通過方向は、右から左（cross_right_to_left）（第２の通過方向）に設定可能である
。また、通過判定を行う際の通過方向は、第１の通過方向および第２の通過方向の両方向
（cross_both）に設定することが可能である。
【００２６】
　また、図２に示すパラメータにおいて、Areaは人体検出処理を行う領域（人体検出処理
領域）を示している。Areaを画面内の一部領域に限定することで、人体検出処理速度の向
上が図れる。本実施形態ではAreaの初期値は一意に検知線の周囲一定近傍内（１００Ｐｉ
ｘｅｌ以内）とし、そのためAreaの初期値は座標（０,０）と座標（２００,４００）とで
示される矩形領域となっている。
【００２７】
　Areaの設定において初期値としたのは、検知線の決定後、仮のArea初期値に対し人体検
出処理を一度もしくは複数回実行し、運用時における見込みの検出速度を見積もり、その
結果に応じて後にAreaの変更を想定しているため初期値としている。ここで算出した検出
速度は検出処理領域の評価情報として用いられる。
【００２８】
　図３の画面表示例を参照して、第１実施形態に係る人体検出処理範囲の設定処理につい
て説明をする。設定画面３００は、画像取得部１０１で得た画像を背景画像とし各種検知
設定を行う画面である。オブジェクト検知用の検知線３０１は、画面上の座標により規定
される線であり、検知線の始点３０２と、検知線の終点３０３との二点を結ぶ線分である
。検知線３０１について設定された通過方向情報が右から左（cross_right_to_left）で
ある場合、検知線３０１に対する物体の通過判定を行う画面中の方向は右から左への左向
きの方向となる。マウスカーソル３０４は各種設定を行うＧＵＩ（ユーザインタフェース
）の一例であり、検知線の設定を行う場合は、マウスカーソル３０４のドラッグアンドド
ロップ操作で線分が描画される。人体検出処理領域３０５は人体検出処理を行う範囲を仮
想的に示した矩形であり、検知線３０１から一定近傍内の領域である。
【００２９】
　本実施形態において、検知線は直線（検知線３０１）として、人体検出処理領域３０５
は矩形としたが、それ以外の形状であってもよい。例えば、同図中の節点３０６を含む複
数の座標から構成される検知領域３０７のように、複数座標から構成される閉領域が設定
された場合、同領域を人体検出処理領域としてもよい。あるいは、検知領域３０７（閉領
域）の周囲を含む領域を人体検出処理領域として人体検出処理を行うようにしてもよい。
あるいは検知領域の設定として、直線だけでなく曲線を用いる領域や、３次元空間上に仮
想的な領域を設定するようにしても構わない。
【００３０】
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　人体検出部１０４は、設定画面３００において設定された領域を基に仮決定された人体
検出処理範囲に対して見込みの処理負荷（＝検出処理領域の評価情報）を取得する。図３
（ａ）においてマウスカーソル３０４を用いて検知線３０１を描画し決定した時に、仮の
人体検出処理領域（＝仮のArea）が求められるので、人体検出部１０４は仮の人体検出処
理領域に対して人体検出処理を一度行う。仮の人体検出処理領域の背景画像が複雑であれ
ばあるほど処理時間がかかるという人体検出処理の特性があるため、人体検出部１０４は
仮の人体検出処理領域に対して人体検出処理を行うことにより、おおよその見込みの処理
時間を計測する。
【００３１】
　計測された見込みの処理時間が、設定された所定の処理時間（基準情報（基準時間））
よりも長時間であれば、人体検出部１０４は設定画面３００上に設定場所の変更や検知領
域設定範囲を狭くすることを促す警告ウインドウ３１１を表示する（図３（ｂ））。例え
ば、検知機能として平均１０ｆｐｓを必要とする検知システムであった場合、見込みの処
理時間の計測結果が１００ｍｓ以内で終わらない場合に警告を表示するようにする。ある
いは、図３（ｃ）のように、設定された所定の処理時間に見込みの処理時間が収まるよう
に、人体検出部１０４は、検知線および人体検出処理領域の範囲を自動的に狭めるように
してもよい。図３（ｃ）に示す検知線３２１の長さは図３（ａ）に示す検知線３０１より
も短く設定されており、図３（ｃ）に示す人体検出処理領域３２２は図３（ａ）に示す人
体検出処理領域３０５よりも狭く設定されている。この場合、人体検出部１０４は、図３
（ａ）と同様に、マウスカーソル３０４を用いて検知線３０１を描画し決定した時に、ま
ず、仮の人体検出処理領域において人体検出処理を行う。見込みの処理時間が所定の時間
内に収まらない場合には検知線及び人体検出処理領域の範囲を縦横一律に縮小していきそ
の都度、見込みの処理時間を計測する。そして見込みの処理時間が所定の時間内に収まる
範囲になった時点で設定画面上に上記プロセスにより決定された人体検出処理領域３２２
および検知線３２１を画面上に表示する。
【００３２】
　ここで、図３（ｃ）における設定方法では仮の検知線を一度設定した後に自動的に算出
した検知線および人体検出処理領域を再表示するとしていた。しかし検知線の設定中（マ
ウスカーソルのドラッグ中）に逐次その時点の見込みの処理時間を計測し、設定時間を超
える範囲にならないように警告ウインドウの表示や設定画面上でマウスカーソルを移動で
きないように制御することも可能である。
【００３３】
　あるいは図３（ｄ）に示すように、仮の検知線の決定時または検知線の設定中（カーソ
ルドラッグ中）に、人体検出部１０４は、その時点の処理速度を計測し、見込みの処理速
度３３１（予想処理速度）を設定画面上に表示することも可能である。あるいは、図３（
ｄ）のように設定中のその時点の見込みの処理速度を計測し、表示部の設定画面に表示す
るだけでなく、図３（ｅ）のように、仮の検知線の周囲における見込みの処理速度３４１
、３４２も合わせて表示するようにしてもよい。
【００３４】
　本実施形態では、パラメータ設定時に見込みの処理速度を一度計測し、処理速度（評価
情報）の計測結果に応じて人体検出処理領域を決定する例を説明したが、本発明の趣旨は
この例に限定されるものではない。例えば、検知処理の実行中に人体検出処理領域の背景
画像に変更があるか監視しておき、変更が検出された場合に「再設定が必要」等の警告の
表示や、処理領域を自動的に修正する等してもよい。また、前述の背景画像の変更監視処
理において所定の閾値を設け、変更が閾値以上の場合のみ「再設定が必要」である旨の警
告表示や処理領域の修正処理を行うようにしてもよい。
【００３５】
　上述した例のように、逐一あるいは前もって見込みの処理速度やアラート表示、処理範
囲を設定画面上に示すことで、パラメータを設定する際に対話的に範囲や処理速度等の調
整が可能となる。
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【００３６】
　また、本実施形態では、仮の人体検出処理領域に対し人体検出処理を一度行うとしたが
、処理負荷を複数回計測し、その平均値や最大値等を用いてもよい。また本実施形態では
、人体検出処理領域の背景画像は、画像取得部１０１の映像をそのまま背景として表示す
るため検知線の設定時の背景画像としているが、過去の映像や静止画を用いることも可能
である。例えば、人体が誰もいない画像や、人が多数存在する混雑時の画像を背景として
用いてもよい。あるいは朝や夜等、背景が変化するような場合はそのいずれかの画像や複
数の組み合わせ等の計測結果を用いるようにしてもよい。
【００３７】
　さらに、仮の人体検出処理領域を設定するための図２のパラメータの設定に、時刻毎や
状況毎の設定値を持つように拡張し、実際に人体検出を行う時刻や状況毎に、適用する設
定値を変更するようにしてもよい。すなわち、画像ごとに検出領域の設定を変更するよう
にしてもよい。ここでの状況とは、例えば、日なたや日陰等の天候や照明状況や背景とな
っているドアの開閉状況等、背景画像が変化している状態を指す。また、これら状況は、
画像解析処理により求めてもよいし、別のセンサを用いて検出し、画像処理装置１００に
おける人体検出範囲の設定処理と組み合わせるようにしてもよい。以上が、第１実施形態
に係る人体検出部１０４の人体検出処理である。
【００３８】
　続いて図１に戻り、画像処理装置１００が備える他の処理部の機能を説明する。物体対
応付部１０６は、物体検出部１０２が検出したオブジェクトと、人体検出部１０４が検出
した人体とを対応付ける。図４（ａ）および（ｂ）を参照して、検出したオブジェクトと
、検出した人体との対応付けの例を説明する。図４（ａ）は、物体検出部１０２により検
出されたオブジェクトの外接矩形４１１に、人体検出部１０４により検出された人体の外
接矩形４１２が内包されない場合の例を示す。物体対応付部１０６は、オブジェクトの外
接矩形４１１に対する人体の外接矩形４１２の重畳率が予め設定した閾値を超えた場合に
対応付けを行う。ここで、重畳率とは、オブジェクトの外接矩形４１１と人体の外接矩形
４１２とが重畳する部分の面積の、人体の外接矩形４１２の面積に対する割合である。一
方、図４（ｂ）は、物体検出部１０２により検出されたオブジェクトの外接矩形４１３か
ら複数の人体を検出した場合の例を示す。この場合、人体の外接矩形４１４及び人体の外
接矩形４１５のそれぞれと、オブジェクトの外接矩形４１３との重畳率が予め設定した閾
値を超えた場合に、物体対応付部１０６は人体の外接矩形４１４及び人体の外接矩形４１
５のそれぞれについて対応付けを行う。
【００３９】
　軌跡管理部１０７は、物体検出部１０２および物体追尾部１０３から取得されるオブジ
ェクトの情報を、管理情報としてオブジェクトごとに管理する。図５を参照して、軌跡管
理部１０７が管理する管理情報の例を説明する。管理情報５０１には、オブジェクトＩＤ
（Object ID）ごとにオブジェクト情報５０２が管理されている。１つのオブジェクトに
対するオブジェクト情報５０２には、オブジェクトが検出されたフレーム毎の情報５０３
が管理されている。情報５０３には、情報５０３が作成された日時を示すタイムスタンプ
（Time Stamp）、検出されたオブジェクトの位置情報（Position）、オブジェクトの領域
を包含する外接矩形を規定する情報（Bounding box）が含まれている。また、情報５０３
には、オブジェクトのサイズ（size）、オブジェクトの属性(Attribute)が含まれている
。情報５０３に含まれる情報は例示的なものであり、図５に示すものに限定されるもので
はない。以下に説明する処理が達成できるのであれば、如何なる情報を含めてもよい。軌
跡管理部１０７が管理する管理情報５０１は、軌跡情報判定部１０８によって使用される
。
【００４０】
　また、軌跡管理部１０７は、物体対応付部１０６の対応付けの結果に従って、オブジェ
クトの属性(Attribute)を更新する。さらに、過去のオブジェクトの属性(Attribute)も対
応付けの結果に従って更新することが可能である。また、その後のオブジェクトの属性(A
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ttribute)も対応付けの結果に従って設定するようにしてもよい。このような処理を行う
ことで、同一のオブジェクトＩＤを有するオブジェクトの追尾結果は、どの時刻において
も同一の属性を持つように管理することができる。
【００４１】
　軌跡情報判定部１０８は、通過物体検知部としての機能を有し、パラメータ設定部１０
５により取得もしくは設定されたパラメータと軌跡管理部１０７が管理する管理情報とに
従って、オブジェクト検知用の検知線に対するオブジェクトの通過判定処理を行う。
【００４２】
　図６を参照して、図２で説明したパラメータが設定された場合における軌跡情報判定部
１０８が行う処理について説明する。軌跡情報判定部１０８は、人体属性オブジェクトの
外接矩形６０２から、人体属性オブジェクトの外接矩形６０３への移動ベクトル６０４が
、パラメータが規定する線分６０１（検知線）と交差しているか否かを判定する。ここで
、外接矩形６０２は、着目フレームより１フレーム前のフレームにおける人体属性オブジ
ェクトの外接矩形を示し、外接矩形６０３は、着目フレームにおける人体属性オブジェク
トの外接矩形を示す。交差しているか否かを判定することは、人体属性オブジェクトが線
分６０１（検知線）を通過したか否かを判定することに相当する。軌跡情報判定部１０８
による判定結果は、外部出力部１０９を介して外部へ出力可能である。また、外部出力部
１０９がＣＲＴや液晶画面などにより構成される表示部の機能を有している場合、表示装
置１１０に代えて外部出力部１０９を用いて判定結果を表示することも可能である。
【００４３】
　次に、図７のフローチャートを参照して、第１実施形態に係る画像処理装置１００が実
行する処理の手順を説明する。なお、図７のフローチャートに従った処理を開始する時点
で、図２のようなパラメータが予め画像処理装置１００に登録されているものとする。
【００４４】
　ステップＳ７０１において、画像処理装置１００が有する不図示の制御部は、当該処理
を継続するか否かを判定する。例えば、処理の終了指示をユーザから受け付けたか否かに
応じて処理を継続するか否かを判定する。制御部は処理の終了指示を受け付け、処理を継
続しないと判定した場合（Ｓ７０１；ＮＯ）、本処理を終了する。一方、制御部は処理の
終了指示を受け付けず、処理を継続すると判定した場合（Ｓ７０１；ＹＥＳ）、処理をス
テップＳ７０２へ進める。ステップＳ７０２において、画像取得部１０１は、画像処理装
置１００へ入力された画像を取得する。ステップＳ７０３において、物体検出部１０２は
、取得した画像に対してオブジェクト検出処理を行う。ステップＳ７０４において、物体
検出部１０２は、ステップＳ７０３でオブジェクトが検出されたか否かを判定する。オブ
ジェクトが検出されなかったと判定された場合（Ｓ７０４；ＮＯ）、ステップＳ７０１へ
戻る。一方、オブジェクトが検出されたと判定された場合（Ｓ７０４；ＹＥＳ）、ステッ
プＳ７０５へ進む。
【００４５】
　ステップＳ７０５において、物体追尾部１０３は、オブジェクトの追尾処理を行う。ス
テップＳ７０６において、軌跡管理部１０７は、ステップＳ７０５での追尾処理結果に従
って軌跡情報を更新する。ステップＳ７０７において、人体検出部１０４は、パラメータ
設定部１０５により設定された人体検出処理領域において、物体検出部１０２が物体を検
出した領域に対して人体検出処理を行う。
【００４６】
　ここで、図８（ａ）のフローチャートを参照して、人体検出処理領域の設定処理の詳細
を説明する。ステップＳ８０１において、パラメータ設定部１０５は、最初に設定された
検出処理領域の設定パラメータから仮の人体検出処理領域（仮のArea）を求める。ステッ
プＳ８０２において、パラメータ設定部１０５は仮の人体検出処理領域の設定パラメータ
から見込みの処理負荷を求める。この見込みの処理負荷は仮の検出処理領域の評価情報で
ある。Ｓ８０３で、パラメータ設定部１０５は見込みの処理負荷に応じて、見込みの処理
時間が所定の時間内に収まるように検知線及び人体検出処理領域の変更や警告表示、マウ
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スカーソルの移動制御を行い、検知線や人体検出処理領域を定めるパラメータを決定する
。ステップＳ８０３で決定された人体検出処理領域を定めるパラメータは前述のステップ
Ｓ７０７における人体検出処理のパラメータとして使用される。
【００４７】
　説明を図７に戻し、ステップＳ７０８において、人体検出部１０４は、Ｓ７０７で処理
された人体検出処理の結果に従って人体を検出したか否かを判定する。人体を検出してい
ないと判定された場合（Ｓ７０８；ＮＯ）、ステップＳ７１１へ処理を進める。一方、人
体を検出したと判定された場合（Ｓ７０８；ＹＥＳ）、ステップＳ７０９へ処理を進める
。
【００４８】
　ステップＳ７０９において、物体対応付部１０６は、オブジェクトと人体との対応付け
処理を行う。ステップＳ７１０において、軌跡管理部１０７は、ステップＳ７０９での対
応付け処理の結果に基づいて、オブジェクトの管理情報（図５）を更新する。ステップＳ
７１１において、軌跡情報判定部１０８は、通過判定処理を行い、オブジェクトが検知線
を通過したか否かを判定する。ステップＳ７１２において、外部出力部１０９は、通過判
定処理の判定結果を外部へ出力し、ステップＳ７０１へ処理を戻す。以上で図７のフロー
チャートの各処理が終了する。
【００４９】
　以上の説明では、映像中のオブジェクトの通過検知を行うために、直線という仮想図形
を画面中に配置し、この直線の配置された位置情報や通過方向の情報等を利用して人体検
出処理領域を決定する処理を説明した。オブジェクトの通過検知を判定するための仮想図
形は、直線に限らず、どのような図形であってもよい。例えば、映像中の三次元空間の特
定場所を二次元平面的に表現した図形であってもよいし、さらには三次元空間上で設定し
た仮想的な領域であってもよく、映像上での図形における人体検出処理領域がわかればど
のようなものでもよい。また、本実施形態では、画面上に視認可能な仮想図形を配置して
表示しているが、仮想図形は視認可能なものでなくてもよい。
【００５０】
　本実施形態によれば、監視カメラ等から得た画像からの物体の検出処理において、処理
負荷を見積もり、処理負荷に応じて検出処理領域の設定を変えることで、高負荷または処
理速度低下の事象の発生を低減させることができる。
【００５１】
　（第２実施形態）
　第１実施形態では、画像に対して特定物体検出（人体検出や顔検出等）を伴う検出処理
領域の設定時において、特定物体の検出処理を行って、評価値となる処理負荷に応じて検
出処理領域の設定を行う構成を説明した。本実施形態では、例えば、予め背景となる画面
全体に対して処理負荷を求め、人体検出処理領域の設定を行う構成を説明する。
【００５２】
　図９を参照して、第２実施形態に係る画像処理装置１００の構成例を説明する。また、
本実施形態において、図１に示した構成と同じ構成については同じ参照番号を付しており
、その説明は省略する。図９において、処理負荷マップ生成部９０１は、画像取得部１０
１から画像（例えば、背景画像）を取得し、取得した画像（背景画像）の全領域に対し処
理負荷マップ（評価情報マップ）の生成処理を行う。処理負荷マップとは、画像の全体を
メッシュ状のブロック（部分領域）に分割し、ブロック毎の人体検出の処理負荷（人体検
出処理負荷）を予め取得し、取得した人体検出処理負荷をそれぞれのブロックに対応付け
て記録したものである。処理負荷マップはメッシュ状のブロック（矩形領域）の集合に限
られず、画像の部分領域の処理負荷を取得できるものであればよい。また、処理負荷マッ
プの保存形式や個別の部分領域の処理負荷算出（取得）手法については、例えば、画像処
理装置１００の内部で算出（取得）し、保存する場合に限定されず、外部の情報処理装置
で算出された人体検出処理負荷を取得してもよい。
【００５３】
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　また、処理負荷を求める際に、実際の検出処理を実行する人体検出部１０４を使用して
もよいし、別の図示しない専用の処理負荷もしくは処理速度を取得する評価情報算出部を
用いてもよい。人体検出部１０４とは別の専用の処理を行う評価情報算出部を用いれば、
人体検出部１０４の検出処理機能を圧迫せずに処理負荷を求めることができる。また、背
景画像の複雑度を計算してマップ化し、複雑度マップにおける対象領域の複雑度の合計値
から処理負荷（＝検出処理領域の評価情報）を見積もるようにしてもよい。
【００５４】
　また、図９に示す画像処理装置１００の説明では、処理負荷マップ生成部９０１が画像
取得部１０１で取得された背景画像から処理負荷マップを生成する構成を説明したが、本
発明の趣旨はこの構成例に限定されるものではない。例えば、図１０に示すように、処理
負荷マップ生成部９０１を設けずに記録部１００１を用いてもよい。例えば、人体検出部
１０４の人体検出処理の処理負荷の結果を画像（映像）内の各部分領域に対応した処理負
荷マップとして記録部１００１に記録してもよい。人体検出部１０４は、人体検出処理の
処理負荷の結果として、例えば、人体検出処理を実行する際の画像（映像）内の各部分領
域（検出対象領域）と、その部分領域で人体検出処理を実行した際の処理時間とを記録部
１００１に記録する。パラメータ設定部１０５は、記録部１００１に記録されている各部
分領域（検出対象領域）とその処理時間とを、人体検出処理領域を定めるパラメータとし
て用いることができる。図１０の構成によれば、記録部１００１に記録されている過去に
実行された多数の人体検出処理の結果を利用できるため、より正確な見込みの処理負荷を
求め、人体検出処理領域の設定処理に反映することができる。
【００５５】
　図８（ｂ）のフローチャートを参照して、本実施形態に係る画像処理装置１００におけ
る人体検出処理領域の設定処理を説明する。ステップＳ８５０において、パラメータ設定
部１０５は、最初に設定された検出処理領域の設定パラメータから仮の人体検出処理領域
（仮のArea）を求める。
【００５６】
　ステップＳ８５１で、処理負荷マップ生成部９０１は画像取得部１０１から取得した画
像（例えば、背景画像）の全領域に対し処理負荷マップの生成処理を行う。ここで、図１
０のように人体検出部１０４の人体検出処理の処理負荷の結果を使用する場合、記録部１
００１に記録されている、画像（映像）内の各部分領域と、その部分領域で人体検出処理
を実行した際の処理時間と、を処理負荷マップとして用いる。
【００５７】
　ステップＳ８５２において、パラメータ設定部１０５は、ステップＳ８５１で取得した
処理負荷マップを用いて、パラメータ設定部１０５は仮の人体検出処理領域の設定値から
見込みの処理負荷を求める。この見込みの処理負荷は仮の検出処理領域の評価情報である
。
【００５８】
　Ｓ８５３で、パラメータ設定部１０５は見込みの処理負荷に応じて、見込みの処理時間
が所定の時間内に収まるように検知線及び人体検出処理領域の変更や警告表示、マウスカ
ーソルの移動制御を行い、検知線や人体検出処理領域を定めるパラメータを決定する。ス
テップＳ８５３で決定された人体検出処理領域を定めるパラメータは図７のステップＳ７
０７における人体検出処理のパラメータとして使用される。
【００５９】
　図３（ｆ）は、人体検出処理領域の設定時における画面表示例を示す図である。図３（
ｆ）には、マウスカーソル３０４のドラッグアンドドロップ操作等による検知線３５１の
設定中に求められる仮の人体検出処理領域の設定パラメータと処理負荷マップとから求め
られる人体検出処理領域３５２が表示される。マウスカーソル３０４のドラッグアンドド
ロップ操作等で線分を描画して、仮の人体検出処理領域の設定パラメータが変更されると
、変更の都度、変更された設定パラメータに応じた人体検出処理領域３５２が表示される
。パラメータ設定部１０５は人体検知処理が所定の処理負荷を超えないようにＧＵＩ（ユ
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ーザインタフェース）の動作を制限する。例えば、人体検出処理領域３５２が所定の面積
以上にならないように、パラメータ設定部１０５はＧＵＩによる人体検出処理領域の設定
を抑制する。すなわち、検出処理領域の面積が予め定められた閾値から外れる場合、検出
処理領域の設定を行うためのＧＵＩの動作を宣言する。また、処理負荷マップから画像の
特徴量が所定の閾値を超えて変化するような場合、パラメータ設定部１０５は、人体検出
処理領域を設定するための評価情報の変更が必要であることを示す警告を出力し、評価情
報を再取得する。
【００６０】
　本実施形態によれば、人体検出処理領域を定めるパラメータ設定時において、予め生成
した処理負荷マップを用いることにより、高速に人体検出処理領域の設定処理（見込みの
処理速度やアラート表示、処理範囲を設定画面上に示す等）を行うことが可能である。
【００６１】
　（その他の実施形態）
　また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実
施形態の機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネットワーク又は各種記憶媒体
を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（または
ＣＰＵやＭＰＵ等）がプログラムを読み出して実行する処理である。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図５】

【図６】

【図７】 【図８】
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